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二�
平

成
二
十
五
年

三

月

一

日

目

次

公
安
委
員
会
告
示

○
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行

政
処
分
の
公
表
に
関
す
る
規
程

(

交
通
企
画
課)

一
ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

石

井

成

一

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
す
る

規
程

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
三
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

(

公
表
の
対
象
と
す
る
行
政
処
分)

第
二
条

公
表
の
対
象
と
す
る
行
政
処
分(

以
下｢

公
表
対
象
処
分｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し

二

法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
示

三

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止
命
令

四

法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
営
業
廃
止
命
令

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条

第
二
項
の
同
意
若
し
く
は
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
に
際
し
て
国
土
交
通
大
臣
か
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日



ら
当
該
公
表
対
象
処
分
の
公
表
が
適
切
で
な
い
旨
の
意
見
が
添
え
ら
れ
た
場
合
又
は
当
該
公
表
対
象

処
分
の
公
表
が
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
公
表
し
な
い
も
の
と

す
る
。

(

公
表
の
内
容)

第
三
条

公
表
の
内
容
は
、
処
分
を
受
け
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

国
家
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平

成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

第
五
条
に
規
定
す
る
認
定
証
の
番
号

二

自
動
車
運
転
代
行
業
者
の
名
称
又
は
記
号

三

主
た
る
営
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
名
称

四

処
分
年
月
日

五

処
分
内
容

六

処
分
理
由

七

根
拠
法
令

八

処
分
を
行
っ
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会

(

公
表
の
方
法)

第
四
条

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
長(

以
下｢
交
通
企
画
課
長｣

と
い
う
。)

は
、
岐

阜
県
公
安
委
員
会
が
公
表
対
象
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
自
動
車
運
転
代
行
業
行
政
処
分
票(

別
記

様
式
。
以
下｢

行
政
処
分
票｣

と
い
う
。)

を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

交
通
企
画
課
長
は
、
公
表
す
る
と
き
は
、
岐
阜
県
警
察
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
行
政
処
分
票
を
掲
載

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
通
知
等)

第
五
条

交
通
企
画
課
長
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
公
表
対
象
処
分
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
処

分
を
受
け
た
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
が
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員

会
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
行
政
処
分
票
の
写
し
を
送
付
す
る

も
の
と
す
る
。

２

交
通
企
画
課
長
は
、
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
か
ら
公
表
対
象
処
分
の
通
報
を
受
け
た
場
合
は
、

行
政
処
分
票
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
を
行
う
も
の
と

す
る
。

(

公
表
の
期
間)

第
六
条

公
表
の
期
間
は
、
公
表
対
象
処
分
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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処
分
を
行
っ
た
公
安
委
員
会

根
拠

法
令

処
分

理
由

処
分

内
容

処
分

年
月

日

被処分者

主
た
る
営
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村

自
動
車
運
転
代
行
業
者

の
名

称
又

は
記

号

認
定

証
番

号

公
安
委
員
会

年
月

日

公
安
委
員
会
第

号

別
記
様
式
(第
４
条
関
係
)

自
動
車
運
転
代
行
業
行
政
処
分
票

注
１
)
処
分
内
容
欄
に
は
､
認
定
の
取
消
し
､
指
示
処
分
､
営
業
停
止
命
令
､
営
業
廃
止
命
令
等

の
別
を
記
載
し
､
営
業
停
止
命
令
の
場
合
に
は
､
併
せ
て
停
止
期
間
を
記
載
す
る
｡

注
２
)
処
分
理
由
欄
に
は
､
理
由
と
な
っ
た
行
為
の
概
要
を
簡
潔
に
記
載
す
る
｡
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